
・通常と異なる気づきは何

でも 

・全ての CR は・要員と共有 

不適合未満であ

っても重要度評

価を行う 

不適合未満であっ

ても放置できない

事象は処置する 

不適合の除去（修

正）を含む 

CR 起票後、自施

設での適合状況

の確認が必要 

CAP 基本フローの概要（＊１） 

 

（プロセスの監視測定）

第四十七条 

（データの分析及び評価） 
第五十条 

（未然防止処置）（＊２） 
第五十三条 

CR 作成 

不適合判定 

重要度判定 

【CAP 会議】 

処置の決定 

（担当部署） 
処置の検討 

（担当部署） 
処置の実施 

改善状況の

確認 

（組織の外部の者の意見） 
第四十五条 

（内部監査） 
第四十六条 

不適合未満・

原子力安全

への影響低 

再発等の

分析評価 

不適合の管理 

（49 条） 

是正処置等 

（52 条） 

第四十八条 
（機器等の検査等） 

(*1)CAP 活動自体が、第五十一条（継続的な改善）における気づき事項からその改善に係る

プロセスを通じて QMS の継続的改善を行う。 

(*2)未然防止処置プロセスを CAP プロセスから独立して運用する場合は、自施設での同様な

不適合の確認、又は、不適合の発生の可能性が判明した段階で CR を起票しても良い。 

資料２ 


